
１．事後評価を実施した社会資本総合整備計画【都市公園事業】
①計画の名称 ⿃取市公園施設⻑寿命化による安全・安⼼まちづくり
②都道府県名 ⿃取県
③計画作成主体 ⿃取県⿃取市
④計画期間 平成２７年度〜平成31年度

⑤計画の⽬標

安全で安⼼して利⽤できる公園づくりを推進するため、平成２５年度に策定した⿃取
市公園施設⻑寿命化計画に基づき計画的に公園施設の⻑寿命化対策を⾏う。また、公
園施設⻑寿命化対策⽀援事業と⼀体となって公園の芝⽣化や植栽を市⺠と協働で⾏う
ことにより、市⺠の⽬が⾏き届く公園利⽤者の安全・安⼼がより⼀層確保できる公園
づくりを推進する。

２．事後評価の実施体制
⑥評価実施主体 ⿃取市都市整備部都市環境課
⑦評価意⾒を求めた第三者 該当なし
⑧評価に活⽤した評価制度 該当なし
⑨評価時期 令和3年12⽉
３．評価内容
⑩要素事業の進捗状況 要素事業名：公園施設⻑寿命対策⽀援事業

進捗状況：完了
⑪事業効果の発現状況 65公園159施設の公園施設の更新を実施した

105公園において公園の芝⽣化または花壇設置を⾏った
本事業の実施により公園利⽤者が安⼼して施設を利⽤できるようになり、当初⽬標と
していた事業効果が表れているものと考える

⑫評価指標の最終⽬標値の    ①：⻑寿命化対策必要公園の割合
実施状況    ②：協働による芝⽣化または花壇設置公園数

定  義  ：⻑寿命化対策必要公園数/都市公園数＝公園施設⻑寿命化計画に
       基づく改築 が必要な公園の割合
評価⽅法：⿃取市の実績値による
結果① ：⽬標値（H31）24％⇒実績値（H31）14％
結果②   ：⽬標値（H31）101公園⇒実績値（H31）105公園
結果の分析：事業実施により⽬標値を達成した


